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告 示 

 

三重県告示第 396 号 

 農産物検査法（昭和 26 年法律第 144 号）第 17 条第 7 項の規定により、次のとおり地域登録検査機関の登録事

項の変更の届出がありましたので、同条第 9 項の規定により公示します。 

  令和 3 年 6 月 8 日 

三 重 県 知 事  鈴  木  英  敬   

1  登録年月日及び登録番号 

平成 13 年 6 月 22 日 第 1 号 

2  地域登録検査機関の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地 

名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 

津安芸農業協同組合 代表理事理事長 落合 浩美 津市一色町 211 番地 

3  変更内容 

(1)  農産物検査員の追加 

氏名 農産物の種類 証明書番号 

稲垣  博 もみ、玄米、小麦、大麦、裸麦、大豆 Ｋ242018486 

佐脇 俊輝 もみ、玄米 Ｋ242016580 

(2)  農産物検査員の抹消 

氏名 農産物の種類 証明書番号 

中野 秀和 もみ、玄米、精米、小麦、大麦、裸麦、大豆 Ｋ2422033 

長谷川 剛 もみ、玄米、精米、小麦、大麦、裸麦、大豆 Ｋ2424037 

西之坊 真二郎 もみ、玄米、精米、小麦、大麦、裸麦、大豆 Ｋ2425038 

内田 将之 もみ、玄米、小麦、大麦、裸麦、大豆 Ｋ242019529 

 

三重県告示第 397 号 

 森林法（昭和 26 年法律第 249 号）第 29 条の規定により、農林水産大臣から次のとおり保安林の指定を解除す

る予定である旨通知がありましたので、同法第 30 条の規定により告示します。 

  令和 3 年 6 月 8 日 

三 重 県 知 事  鈴  木  英  敬   

1  解除予定保安林の所在場所 

  北牟婁郡紀北町長島字松本 871－7 ほか 1 筆 

2  保安林として指定された目的 

  土砂の崩壊の防備 

3  解除の理由 

  指定理由の消滅 

 

三重県告示第 398 号 

 次の組合の内水面における第五種共同漁業権の免許に係る遊漁規則の一部変更認可については、漁業法（昭和

24 年法律第 267 号）第 170 条第 3 項の規定により、次のとおり認可しました。 

  令和 3 年 6 月 8 日 

三 重 県 知 事  鈴  木  英  敬   

1  漁業権者の名称及び住所並びに漁業権の免許番号 

  櫛田川上流漁業協同組合 

松阪市飯高町加波 481-2 

  三重内共第 14 号 

2  遊漁規則の変更内容 

  次のとおり 
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  「次」は省略し、三重県農林水産部水産資源管理課に備え置いて、告示の日から令和 3 年 7 月 9 日まで縦覧

に供します。 

3  変更後の遊漁規則の施行の日 

 令和 3 年 5 月 27 日 

 

三重県告示第 399 号 

  建築基準法（昭和 25 年法律第 201 号）第 18 条の 2 第 1 項の規定により構造計算適合性判定（以下「判定」と

いう。）を行わせることとした指定構造計算適合性判定機関が行う判定の業務及び業務を行う事務所の所在地を次

のとおり変更しましたので、同法第 77 条の 35 の 8 第 1 項及び第 4 項の規定により公示します。 

   令和 3 年 6 月 8 日 

三 重 県 知 事  鈴  木  英  敬   

1  判定を行わせることとした指定構造計算適合性判定機関の名称等 

(1) 名称 

株式会社東京建築検査機構 

(2) 住所 

東京都中央区日本橋富沢町 10 番 16 号 

(3) 業務区域 

三重県全域 

2  変更内容 

業 務 を 行 う 事 
務 所 の 所 在 地 

行わせることとした判定の業務 

変更前 変更後 変更前 変更後 

東京都中央区日本橋
富沢町 10 番 16 号 

愛知県名古屋市中区
錦三丁目 7 番 9 号 

東京都中央区日本橋
富沢町 10 番 16 号 

 

一の判定の申請に、次のいずれ
かに該当する建築物又は建築物の

部分を含む判定の業務（株式会社
東京建築検査機構の構造計算適合
性判定業務規程等により判定でき

ないものを除く。） 
1  建築基準法施行令（昭和 25 年
政令第 338 号）第 81 条第 2 項第

1 号ロに定める構造計算による
建築物 

2  三重県内に業務を行う事務所

を置く指定構造計算適合性判定
機関の構造計算適合性判定業務
規程等により、三重県内で業務

を行う事務所で判定できない建
築物 

3  一の判定対象部分の床面積が

5 千平方メートルを超える建築
物（愛知県内の事務所で判定が
行われるものに限る。以下同

じ。）又はその計画変更構造計算
適合性判定申請に係る建築物 

一の判定の申請に、次のいずれ
かに該当する建築物又は建築物の

部分を含む判定の業務（株式会社
東京建築検査機構の構造計算適合
性判定業務規程等により判定でき

ないものを除く。） 
1  建築基準法施行令（昭和 25 年
政令第 338 号）第 81 条第 2 項第

1 号ロに定める構造計算による
建築物 

2  三重県内に業務を行う事務所

を置く指定構造計算適合性判定
機関の構造計算適合性判定業務
規程等により、三重県内で業務

を行う事務所で判定できない建
築物 

3  変更年月日 

令和 3 年 6 月 1 日 

 

三重県告示第 400 号 

 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 158 条第 1 項の規定により、明野高等学校動物売払に係る物品

売払代金の収納事務を次のとおり委託しました。 

  令和 3 年 6 月 8 日 

三 重 県 知 事  鈴  木  英  敬   

1  委託先 

三重県津市栄町 1 丁目 960 番地 

全国農業協同組合連合会三重県本部 県本部長 中野 眞司 

2  委託の期間 
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令和 3 年 4 月 1 日から令和 4 年 3 月 31 日 

 

三重県告示第 401 号 

 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 158 条第 1 項の規定により、明野高等学校生産物売払に係る物

品売払代金の収納事務を次のとおり委託しました。 

  令和 3 年 6 月 8 日 

三 重 県 知 事  鈴  木  英  敬   

1  委託先 

三重県伊勢市西豊浜町出雲 141 番地 

伊勢山田青果株式会社 代表取締役 下村 成司 

2  委託の期間 

令和 3 年 4 月 1 日から令和 4 年 3 月 31 日 

 

 

監査委員告示 

 

監査委員告示第 1 号 

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 252 条の 32 第 1 項の規定に基づき、包括外部監査人が監査の事務を補

助させることができる者について、令和 3 年 5 月 28 日に、次のとおり協議が調いました。 

  令和 3 年 6 月 8 日 

三重県監査委員  伊  藤     隆   

三重県監査委員  下  野  幸  助   

三重県監査委員  木  津  直  樹   

三重県監査委員  内  田  典  夫   

 当該監査の事務を補助する者の氏名及び住所並びに当該監査の事務を補助する者が包括外部監査人の監査事務 

を補助できる期間 

氏   名 住       所 補助できる期間 

今 西 孝 彰 三重県津市半田 152 番地 

令和 3年 5月 28日から

令和 4年 3月 31日まで 

大 谷 久 美 三重県松阪市大黒田町 1521 番地 26 

小 川 友 香 三重県津市新町 1 丁目 5 番 34 号グランステ－シア津新町 306 号室 

藤 原 まゆみ 三重県四日市市昌栄町 13 番 6 号 

岡 山 和 生 三重県志摩市阿児町鵜方 2975 番地 183 

岡 森 正 人 三重県名張市桔梗が丘 2 番町 2 街区 15 番地 

丸 林 克 彦 三重県尾鷲市野地町 12 番 37 号 

内 山 隆 夫 三重県四日市市大字東阿倉川 682 番地 9 

山 﨑 智 博 三重県三重郡菰野町大字菰野 2425 番地 15 

川 岸  弘 樹 愛知県名古屋市瑞穂区新開町 6 番 12 号 

 

 

公 告 

 

 土地改良法（昭和 24 年法律第 195 号）第 113 条の 3 第 3 項の規定により、次の県営土地改良事業について、そ

の工事を完了しました。 

  令和 3 年 6 月 8 日 

三 重 県 知 事  鈴  木  英  敬   
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事    業    名 地 区 名 工 事 完 了 年 月 日 

県営農業水利施設保全合理化事業 三雲地区 令和 3 年 3 月 26 日 

 

 

共済組合公告 

 

 地方公務員等共済組合法（昭和 37 年法律第 152 号）第 22 条第 3 項の規定に基づき、令和 2 年度決算の要旨を

公告します。 

令和 3 年 6 月 8 日 

三重県市町村職員共済組合理事長  加  藤    隆   
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